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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

山口労務経営管理事務所 1月号

Ｙａｍａｇｕｃｈｉ Ｈｕｍａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＆Ｌａｂｏｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅ TimesＣ
～令和6年年頭のごあいさつ～

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

令和6年

●親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に ― 改正戸籍法施行で利便性アップ

令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消する

ための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和６年３月から以下の３点が

変わります。

1. 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に

例えば健康保険の被扶養者認定や国民年金第３号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認といった、

親子関係や婚姻関係等を確認する手続きでマイナンバーを利用することとなり、戸籍謄抄本の添付省略が可能に

なります。

2. 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に

婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になります。

さらに、戸籍の届書が提出後電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できるようになります。

3. 本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に

住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父

母、子の戸籍の謄本も取得可能になります。

さらに、オンラインで行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行され

るようになります。パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書等の添付が不要

となる予定で、今後、他の手続きにも拡大される見通しです。

☞ 詳しくは下記をご覧ください。

【法務省「戸籍法の一部を改正する法律について（令和６年３月１日施行）」】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

謹んで新年のお慶びを申し上げます

昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年も所員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。

新年は令和6年 1月5日（金）より、通常営業とさせていただきます。
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※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

10日

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和５年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

31日

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表＞の提出［税務署］

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞［市区町村］

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞［郵便局または銀行］

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10月～12月分＞［労働基準監督署］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険料納付＜延納第3期分＞

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］

 1月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）
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 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）

● 厚労省改正案 雇用保険加入要件「週10時間以上」に緩和（12/14）

厚生労働省は13日、労働政策審議会雇用保険部会で、雇用保険の加入対象について、現行の「週20時間以上の労働」か

ら「週10時間以上の労働」に拡大することを含めた雇用保険制度改正の取りまとめ案を示した。失業給付などの支給条件とな

る労働日数の基準の緩和等も盛り込まれた。加入要件見直しは28年度中に実施する。2024年１月までに詳細を詰め、24年通

常国会に関連法案を提出する。


